
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 

   令和５年３月８日 

 

 三木市議会議長 堀   元 子 様 

 

                総務文教常任委員長 古 田 寛 明 

 

記 

 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第１９号議案 
令和４年度三木市一般会計補正予算（第１１

号）中、関係部分 
原 案 可 決 

第２２号議案 
令和４年度三木市学校給食事業特別会計補正

予算（第４号） 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

本日、本委員会を開催し、議案を審査した結果、全員一致をもっていずれ

も原案のとおり可決された。 

なお、審査の過程において委員から、結婚新生活支援事業について、空き

家バンクの活用など事業内容を拡充してきたが、想定した利用者の増加とな

っていないため、引き続き利用しやすい制度となるよう事業内容を見直しさ

れたい。 

また、子どもの送迎用バスへの安全装置の装備事業について、送迎用バス

に幼児等の置き去り事故を防止する安全装置を取り付けようとするものであ

るが、万一置き去りが発生した場合に装置が発する警報音に確実に対応でき

るよう、駐車場に隣接する事業所・民家等にも情報を共有し、子どもの安全

が担保されるよう運用されたい等の意見、要望があった。 


